
人
事
院
・
国
税
庁
で
は
、
平
成
十

六
年
度
国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種
（
税

務
）
試
験
に
よ
る
職
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

試
験
に
合
格
し
採
用
さ
れ
た
方
は
、

全
員
が
税
務
大
学
校
に
入
校
し
、
約

十
三
か
月
間
の
研
修
を
受
け
た
後
、

税
務
署
に
配
属
と
な
り
ま
す
。

○
受
験
資
格

昭
和
五
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
六
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方

○
試
験
の
程
度

高
校
卒
業
程
度

○
受
験
申
込
受
付
期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日（
火
）

か
ら
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
火
）ま
で

○
試
験
日
と
試
験
内
容

第
一
次
試
験
（
教
養
試
験
・
適
性

試
験
・
作
文
試
験
）

平
成
十
六
年
九
月
五
日
（
日
）

第
二
次
試
験
（
人
物
試
験
・
身
体

検
査
）

平
成
十
六
年
十
月
十
四
日
（
木
）

か
ら
十
月
二
十
一
日
（
木
）
ま
で
の

指
定
日
（
一
日
）

○
合
格
者
発
表
日

第
一
次
試
験
合
格
者
発
表
日

平
成
十
六
年
十
月
八
日
（
金
）

最
終
合
格
者
発
表
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日（
木
）

◆
問
い
合
わ
せ

人
事
院
東
北
事
務
局

〇
二
二
│
二
二
一
│
二
〇
二
二

仙
台
国
税
局
総
務
部
第
二
課

〇
二
二
│
二
六
三
│
一
一
一
一

郡
山
税
務
署
総
務
課

〇
二
四
│
九
三
二
│
二
〇
四
一

仙
台
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.sendai.nta.go.jp/
航
空
自
衛
隊
創
立
五
十
周
年
及
び

大
滝
根
山
分
屯
基
地
創
立
四
十
八
周

年
記
念
行
事
と
し
て
大
滝
根
山
分
屯

基
地
を
ど
な
た
で
も
入
場
出
来
る
一

般
開
放
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
　
時

平
成
十
六
年
六
月
二
十
七
日（
日
）

午
前
九
時
〜
午
後
二
時

○
催
　
物

装
備
品
展
示
、写
真
パ
ネ
ル
展
示
、

武
道
・
教
練
展
示
、
大
滝
根
山
山
頂

案
内
、
大
越
町
鬼
っ
子
太
鼓
、
川
内

村
特
産
品
コ
ー
ナ
ー

○
交
通
手
段

・
自
家
用
車
に
よ
る
乗
り
入
れ

・
送
迎
バ
ス
（
百
名
程
度
乗
車
）

小
野
町
役
場
〜
滝
根
町
役
場
〜
基

登
録
申
込
書
は
、
町
民
課
生
活
保

全
係
で
受
け
取
る
か
、
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
の
で
、
多
く
の
団
体
の
登
録
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

町
民
課
　
　
七
二
│
六
九
三
三

①
平
成
五
年
四
月
二
日
以
降
に
戦
傷

病
者
と
婚
姻
さ
れ
た
妻
又
は
同
日
以

降
に
障
害
給
付
を
受
け
始
め
た
戦
傷

病
者
の
妻
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年

四
月
一
日
に
お
い
て
、
戦
傷
病
者
で

あ
る
夫
が
第
五
款
症
以
上
の
増
加
恩

給
等
を
受
け
て
い
る
場
合
（
額
面
十

五
万
円
（
軽
症
者
半
額
）、
五
年
償

還
の
国
債
）

地
着

第
一
便
　
七
時
四
五
分
〜
八
時
一
〇

分
〜
九
時
二
〇
分

第
二
便
　
八
時
一
五
分
〜
八
時
四
〇

分
〜
九
時
五
〇
分

※
帰
り
の
バ
ス
は
基
地
を
一
四
時
頃

出
発
す
る
予
定
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

大
滝
根
山
分
屯
基
地

七
九
│
二
二
七
七（
内
二
〇
八
）

町
で
は
、
家
庭
な
ど
か
ら
排
出
さ

れ
る
資
源
ご
み
を
回
収
し
、
再
資
源

化
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
団
体
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

要
領
の
改
正
に
伴
い
、
従
来
の
報

奨
金
支
給
対
象
で
あ
る
子
供
育
成
会

や
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
、
婦
人
会
、
老

人
ク
ラ
ブ
に
加
え
て
、
各
行
政
区
の

組
織
や
任
意
の
団
体
（
営
利
目
的
の

団
体
は
除
く
）
な
ど
の
登
録
も
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

再
資
源
化
物
の
回
収
・
売
り
渡
し

に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
団
体
に
は
、

町
か
ら
売
り
渡
し
金
額
の
四
分
の
一

の
額
（
上
限
三
万
円
）
を
報
奨
金
と

し
て
支
給
し
ま
す
。

次
の
戦
傷
病
者
等
の
妻
の
方
に
特

別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
請

求
受
付
け
期
間
が
平
成
十
六
年
九
月

三
十
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
日
を
過
ぎ
る
と
、
時
効
に
よ
り

権
利
が
消
滅
し
、
特
別
給
付
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
請
求
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
お
早

め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

六
月
下
旬
か
ら
七
月
に
か
け
て
、

各
行
政
区
に
お
い
て
排
水
溝
・
下
水

路
へ
の
蚊
・
ハ
エ
駆
除
剤
の
散
布
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
感
染
症
予
防
の
た

め
の
薬
剤
散
布
で
す
の
で
、
皆
さ
ん

の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

町
民
課
　
　
七
二
―
六
九
三
三

②
平
成
八
年
五
月
に
最
終
償
還
を
迎

え
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特

別
給
付
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
妻

で
あ
っ
て
、
戦
傷
病
者
等
で
あ
る
夫

が
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
八

年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
公
務
傷

病
以
外
の
原
因
に
よ
り
死
亡
（
平
病

死
）し
た
場
合
。（
額
面
五
万
円
、
五

年
償
還
の
国
債
）

◆
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
　
　
七
二
―
六
九
三
九

平
成
十
六
年
七
月
四
日
（
日
）
午

前
六
時
よ
り
実
施
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
回
覧
に
よ
る
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。


